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         in the pre-modern southern Circum-Okhotsk Sea region 
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Abstract: In this brief paper I will discuss the socio-economic background of the changes in circulating routes of sable and 

silver fox fur and techniques for hunting these animals in the Circum-Okhotsk Sea region, beginning in the seventeenth century. 

Sable fur and silver fox fur were highly appreciated by the Chinese, Mongolians, and Manchurians, as well as the European 

people. According to the historical records of the Qing dynasty (the last and largest Manchurian-established dynasty in Chinese 

history), the dynasty imported a large amount of sable fur and silver fox fur from the present Lower Amur region and Sakhalin. 

Documents show that when the dynasty had just been established at the beginning of the seventeenth century, it promptly began to 

organize the people into "fur tribute payers." The sable and silver fox pelts were a politically and economically important strategic 

commodity for the people in northeast Asia. 

  The Qing government determined that every household of the tribute payers had to pay a piece of sable fur each year, while the 

government gave them, in turn, a set of rewards that consisted of cotton and silk costumes and a certain amount of cotton cloth. 

It also decided that those who paid 304 pieces of sable fur, 2 pieces of highest quality fur (black fox), 2 sheets of carpet made of 

medium quality fur (yellow-blue fox) and 4 sheets of carpet of normal quality fur (red fox) were able to marry the daughters of 

Manchurian officers and become kin to Manchurian aristocrats. Local hunters in the Lower Amur basin and Sakhalin made every 

effort to develop techniques that enabled them to acquire more sable and fox in superior conditions. Fundamentally their hunting 

methods and tools consisted of using traps. They used nets, dead fall traps, and snare traps, which were able to capture fur-bearing 

animals causing little damage. No imperfection was permitted because the users were the imperial family of China. 

  At the same time the people of the Lower Amur region quested for another way to access the fur resource. They noticed that the 

Japanese were eager to buy silk costumes and cloth in return for providing high quality fur, not appreciating the value of sable and 

fox fur. During the eighteenth and nineteenth centuries the Lower Amur region people developed trading routes from northeastern 

China to Sakhalin and Hokkaido and enthusiastically engaged through the Ainu in trade activities with the Japanese. Starting in 

this century, Japan became a fur export country. 

   Situations drastically changed in the middle of the nineteenth century, when modern countries like Imperial Russia and 

modernized Japan accessed the regions. Modernism radically changed the local hunter's methods, equipment, and values of 

hunting for fur-bearing animals. Moreover, it changed the status of the local people from the privileged tribute payer to the poor 
"primitive" hunter -gatherers .
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1.は じめに一 問題の所在

1.1　環 オホー ツク海地域の毛皮獣

　環オホー ツク海地域南部,す なわ ち,現 在 の北海 道,千 島列島(ク リル列島),サ ハ リン(樺 太),

アムール川下流域 は,歴 史的には毛皮獣 の産地 として知 られていた。すなわち,ク ロテ ン,テ ン,キ

ツネ,オ コジ ョ,カ ワウソ,ラ ッコな どの毛並みが美 しく,感 触が柔 らかな高級毛皮が とれ る動物 の

他に も,ウ サギや タヌキ,ア ナグマ,ク ズ リ,リ ス,あ るいは海獣のアザラシ類な ど中クラスの毛皮

が とれる動物 も豊富だ った。 これ らの動物の毛皮は交易品 として も耐え うる品質を持 ってお り,シ カ

類(ア カシカ,ニ ホ ンジカ,ノ ロジカ,ヘ ラジカ,ジ ャコウジカな ど)や クマ,イ ノシシな どの大型

の動物 の毛皮が もっぱ ら自家消費用(シ カ皮は 日本に も送 られていた)に 使われていたの と対照 的で

ある。

　本稿 では,交 易品 として流通 した毛皮の中で も,最 高級品 として高 い価格で取引 された クロテン と

キツネ(特 にギンギツネ)に 焦点を絞 って,そ の流通経路 とその社会経 済的な背景を探 ると ともに,

それを捕獲 していた猟師たちの狩猟技術の変遷を,毛 皮の流通,取 引の変遷 と絡めて明 らかに してい

きたい。いいかえれば,非 自然的 な環境要因に よる狩猟文化の変遷過程 の一端を明 らかにする。

1.2　適応すべき環境

　環 オホー ツク海地 域は,オ ホー ツ ク海 とい う独特 な 自然環境 を持つ 内海 に面 してい る とい うこ と

で,こ こに暮 らす人 々はそれ に応 じた生活戦略を取 る必要 があった。 この地域の 自然 環境 に特化す る

よ うに適応 した文化 が,考 古学でい う 「オホーツ ク文化」 と呼 ばれ るものだ った ことはい うまでもな

い。考古学的 なオホー ツク文化の文化複合体 は,北 海道 では10世 紀 ごろまでには擦文文化に吸収 さ

れ る形で消滅 していったが,・その構成要素 の一 部,た とえば生業面 での アザラシな どの海獣を狙 う狩

猟や,儀 礼 ・世界観 での クマ に対する特別 な崇 敬や様 々な動物 の霊魂を送 る儀礼 な どが,現 在 まで ア

イ ヌ文化の重要な要素 として生 きている(宇 田川1988・2007,天 野2003・2007)。

　 ただ し,こ のオホー ツク文化 と呼ばれている文化複合体 も所与の 自然環境だけに適応す るように形

成 されたわけではない。適応すべき環境には人 が人為 的に作 り出 したもの,す なわち,政 治経済体制

や社会制度な どのような もの もあ り,人 々はそのよ うなものにも適応 していかな くてはならない。例

えば,オ ホーツク文化の場合 にも,大 陸側 か ら広 がって くる　 7や女真,あ るいは 日本列 島の南か ら

広が って くる 日本(倭)と い った人々か らの政 治経済的な影響 にも対応 しなければな らなか った。

　オホーツ ク文化が栄 えた時代にはまだ,周 辺 の国家や社会か らの影響は大きなインパ ク トにはな っ

ていなか った。 とい うのは,こ の地域 に地理的 に近か った日本(大 和朝廷)や 渤海(高 句麗の遺民 と

mが 建国 した国家,698～926年),あ るい は渤海の後 にその地域を支配 した遼(契 丹が築いた王朝,

916～1125年),金(女 真 の王朝,1115～1234年)と いった国 は,国 家 と しての体裁 を整え始め

た段階にあ り,環 オ ホー ツク海域まで統治範 囲を広 げる状況 にはな く,ま た中国にあった唐王朝や宋

王朝 も東北方面 に割拠 した これ らの国家 によって環オ ホー ツク海域 との直接の接触 を阻 まれていたか

らであ る。

　 しか し,時 代が下 り,現 在の この地域 の先住民族(例 えば,サ ハ リンのニヴフ,ウ イル タ,ア イヌ,

大陸側のニヴフ,ウ リチ,ナ ーナイ,オ ロチ,ウ デへ な ど)の 直接の祖先 と思 われる人 々が歴史文献

に登場す るようにな る13世 紀以後 になる と,こ の地域 の人 々に とって,自 然環境 への適応よ りも周

辺 国家が作 り出す政治経済的な環境へ の適応 の方が重要 になって くる。モ ンゴル人 が築い た元王朝は

アムール川流域 の住民を百戸,千 戸 とい う行政 組織 に組み入れ,さ らにアムール川 の最 も下流の ヌル

ガン(現 在のロシア連邦ハバ ロフス ク地方 ティール村)と い う場所 に 「東征元帥府」 を設置 して,役

人 と軍を常駐 させ,サ ハ リンの住民までも直接 の支配下 に置いた。その体 制は元王朝 を北 に追いや っ

た明王朝 に踏襲 され る。 日本列島側で も12世 紀末 に成 立 した武家政権(鎌 倉幕府)が 東北北部か ら

北海道 にい た 「蝦夷(え ぞ)」 に対す る支配 を強化 した ことで,北 海道 の南部 で地元民 と本 州か らの

移民 たちによる交 易活動 や勢力争いが活性化 する。13世 紀以後,環 オホー ツク海域南部 は中国 と日
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本という強大な国家の影響下に完全に置かれることになり,住 民は自然環境よりも国家が発する政治

経済体制に順応することに追われるようになる。

　本報告では,非 自然的な環境要因の変化による文化の変遷過程の分析の一例として,環 オホーツク

海域南部における狩猟文化,と りわけ毛皮獣狩猟文化の政治経済的な環境への適応状況を分析 してい

く。時代はそれが明確に現れる17世 紀から19世 紀にかけての時代を中心に取 り上げる。この時代,

環オホーツク海域南部には中国史上最大,最 強の王朝だった清王朝 と,日 本史上最強の武家政権だっ

た江戸幕府(徳 川幕府)の確固とした支配体制が築き上げられていた。両者はその前の時代の王朝(明)

や政権(室 町幕府)が 求心力を失い,辺 境地域が離反 したり,地 方分権が進んだりした時代に,そ れ

ぞれの指導者の出身地(清 王朝の場合は中国東北地方,江 戸幕府の場合は三河)で 徐々に政治力,経

済力,軍 事力を蓄え,そ こを基盤に中国,日 本を統一 してかつてないほど強固な中央集権体制を築き

上げた。その過程で環オホーツク海域南部でも,ア ムール川流域とサハリン北中部は清王朝の,北 海

道 と千島列島南部,サ ハ リン南部は江戸幕府の支配下に組み入れられていく。そのような状況の下で

この地域の住民はそれぞれの政治経済体制に順応することが求められた。毛皮の流通も強固な国家体

制の中で統制され,そ の統制が生み出す需要と流通に合わせた捕獲技術,狩 猟文化,社 会的な価値観,

慣習が形成されていく。

　本稿では,毛 皮の中でも特に中国の宮廷で珍重されたクロテンとキツネの毛皮の流通と捕獲技術の

変遷をたどることで,環 オホーツク海南部の住民たちの非自然的な環境への適応戦略の変化の過程

と,彼 らの環境適応戦略の本質の一端を明らかにしていきたい。

2.近 世東北アジアにお けるクロテ ンとキツネの毛皮 の流通

2.1.ク ロテ ン,ギ ンギ ツネの毛皮の需要変遷史

　 環オホーツク海南部 に産する クロテン とキ ツネの毛皮は,こ こを起点 に日本列 島,朝 鮮半島,中 国

北部 までを巻 き込む 「東北アジア」 の範 囲で流通 した。流通する とい うことはこれ らの地域に需要 が

あ った とい うことだが,そ の中心 は大 陸側 にあった。 日本では京都 の朝廷 では晴唐期の大陸文化 の影

響のな ごりで,高 級毛皮をめでる風潮が見 られたが(大 館2010),武 家政権下で は武具や防寒着 とし

て実用 性の高 いシカ,カ モシカ,キ ツネ,タ ヌキ,ア ナ グマ,ウ サギ,ア ザ ラシな どの毛 皮や革 が好

まれ,高 級毛皮 と しての クロテ ンやギ ンギ ツネには関心が集 ま らなかった(希 少価値のある毛皮 では

トラ,ヒ ョウな どがあ るが,こ れ らは舶来品 として珍 しが られた ものだ った)。 したが って,日 本 は

中世,近 世 を通 じて,ク ロテン,ギ ンギ ツネな どの大陸で もてはや され た高級毛皮に関 しては輸 出国

であって,輸 入 国ではなかった。

　大 陸におけるクロテ ン,ギ ンギツネの需要 は中国北部,東 北地方,モ ンゴル,朝 鮮 半島が中心 である。

それは時代 を問わず常にあ り,す でに漢か ら南北朝 ぐらいの時代 には東北地方にいた粛慎,揖 婁 とい っ

た人 々の特産品 として クロテンが登場す ることか ら(「 後漢書掲婁伝」,「三国志掲婁伝」,「晋書粛慎伝」

な ど(井 上他1974:63-75)),そ の時代 の中国北部 の人 々はクロテ ンを愛でていた と考 え られ る。 そ

れよ り時代 が下 ったオホーツク文化が栄 えた時代 もまたそ うで,近 年の研究では,現 在 の朝鮮半 島北

部 か ら中国東北地方,ロ シア沿海地方南部に栄えた渤海 で クロテンの毛皮がかな りの人気 を博 してい

た ことがわか っている。 奈良,平 安時代 にしば しば 日本 にや ってきた渤海使節 も,日 本 の朝廷 に対す

る贈 り物 として クロテ ンを献上 してお り,ま た,そ のよ うな渤海使節の クロテ ンへの執着 を椰楡す る

かのよ うに,日 本側の貴族が真夏 にこれ見 よが しに クロテンのコー トを重ね着 して渤海使節 の前 に現

れた とい う記録す らある(大 館2010)。 しか し,中 国東北地方 からアムール川 流域の地域 の特産品 と

してのクロテ ン,ギ ンギツネの毛皮 に対す る需要が急騰 したのは明代であ り,そ の根 は金,元 とい っ

た北方民族 の征服王朝による華北支配 にあ るとい っていいだろ う。金王朝が都 の一つ とした中都,フ

ビライ ・ハー ンが元王朝 の首都 とした大都は現在の北京 である。

　 モンゴルの ような草原 の遊牧民,あ るいは女真のよ うな森 の農耕狩猟民に とって毛皮 は不可欠な防

寒素材 であ り,さ らに クロテンやギ ンギ ツネのよ うな美 しい光沢 と色,毛 並みを持 つ毛皮 はフ ァッシ ョ
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ン性が高 く,支 配者の権威を示 す威信財 でもあ った。その ような文化を持 つ民族が長 ら く現在の北京

に当たる ところに首都をおいて中華世界 を支配 した ことで,中 国北部で高級毛皮 の需要が高ま る素地

ができあがったのである。明王朝は建国 当初は南京に首都を置いていたが,3代 目の成祖永楽帝 の時

代に首都 を元王朝の宮廷が置かれてい た北京 に移 した。それによって明の宮廷 も北方世界に接近 する

こととな り,毛 皮文化が花 開 くことになる。

　上述 のよ うに,元 と明はアムール川 の最 も下流にあ るヌルガ ンとい うところに支配拠点を置き,ア

ムール川流域やサハ リンにい た吉烈迷,骨 鬼(明 代 には苦 兀 と表記),野 人女真な ど と呼 ばれた人 々

か ら毛皮 による朝貢を求めた。元 が置 いたのは東征元帥府であ り,明 が置 いたの は都指揮使司 と呼ば

れる役所 と永寧寺 とい う仏教寺 院だった。元軍がサハ リンでアイヌの祖先 と思われ る骨鬼 と戦 い始 め

たのが1264年(至 元元年)で(r元 史』 巻五 本紀第 五世祖二に よる),最 後 まで抵抗 していた骨鬼 の

グループが降伏 して毛皮朝貢 を始め たのが1308年(至 大元年)で あ る(『 元 文類』 「経世大典序招捕

遼陽骨鬼」 による,詳 しくは中村(2011:127-130)を 参 照)。 中華帝 国 は朝貢 を受 け ると,そ れ を

遙かに上 回る質 と量の恩賞を下賜 し,さ らに交易 も許可す ることか ら,吉 烈迷 も骨蒐 も朝貢に同意 す

る ことで,恩 賞 と交易の権利 を得 た と考 えられ る。その後元 は ヌルガンを中心に アムール川下流域 で

流刑 に した囚人を使 って屯 田を してい た(中 村2008:48-50)。

　明は太祖洪武帝(朱 元璋)の 時代 に は東北方 面に進 出す る余力 を もたなか ったが,成 祖永楽帝 の

時代にな ると積 極的な対外政策の一環 として東北地方へ の進 出を始める。1405年(永 楽2年)に ヌ

ルガ ン衛を設置 し,1409年(永 楽7年)に はそのヌルガ ンに都指揮使司(都 司)の 設置 を決定 して

(『明実録』 「太宗実録」巻62)(吉 林省社会科学院歴史研究所1990:163,204),ア ムール川流域 とサ

ハ リン支配 の拠点 とした(実 際 の役所の 開設 は2年 後 の1411年(永 楽9年)だ った とされ る(杉

山2008:112,榎 森2008:78))。1413年(永 楽11年)に その地 に有名なイシハ以下 の将兵 を派遣 し

て役所 を開設す るとともに,永 寧寺 と呼ばれ る仏教寺院を建 立 し,そ れを顕彰す る石碑(勅 修奴児干

永寧寺記)ま で建 てた。 この寺 は一度地元民 によ って破壊 され たが,永 楽 帝の孫の宣徳 帝の時代 の

1433年(宣 徳8年)に 再建 され,そ れを顕彰 する石碑(重 建永寧寺記)も 建 て られた(中 村2011:

133)。 しか し,1435年 の宣徳 帝の死後,明 は対外政 策を転換 したために,ヌ ルガンの拠点 は事実上

放棄 されて しまった。

　 しか し,皮 肉なことに,ヌ ルガ ンの機能が停止 してか ら,逆 にクロテ ンの流通量が拡 大 していった。

明王朝は対外的 には1449年(正 統14年)の 土木 の変で時の英宗正統帝 がモ ンゴル側の捕虜 になっ

て しま うな ど弱体 化す るが,北 京 では15世 紀半 ば以後 宮廷文 化が成熟 し,フ ァ ッシ ョン性 と威信

財 としての性格が強い クロテ ンな どの高級毛皮 に対 する需要が高 まってい ったようである。 そ して,

16世 紀 になると,東 北地方 の女真 たちの貢納 品や交易 品もそれまでの馬か ら毛皮 と朝鮮人参 を中心

とする ものへ と変わ っていった(河 内1971:64-66)。

　明は,ヌ ル ガン都司で直接毛皮貢納を受 ける体制か ら,女 真の有 力者 を衛 と して,朝 貢の義務 と交

易の権利 を与 えて,朝 貢品の産地 の人 々を間接的に統治す る政策を執 るよ うにな る。 クロテ ンの毛皮

は宮廷への貢納品 として も,交 易の商 品 として も珍重 された ことか ら,衛 に任命 され た有力者の経済

的な利益 は大 き く,そ のためにその地位を巡 って有力者間の争いが絶えな くなった。明に とっては女

真の統合 を妨 げる有力な政策 となったが,北 京 におけ るクロテ ンの毛皮の需要増大 は,女 真の経済成

長を促す結果 とな った。また,明 の影響で朝鮮半島の李朝の宮廷で もクロテンの毛皮が流行 し,女 真

た ちは 中国だけでな く朝鮮半島に も毛皮の市場を持つ ようになった。 そのよ うな状況 の中で16世 紀

に入 って急速 に台頭 してきたのが,松 花江流域 にいた海西女真(フ ル ン ・グル ン)と 朝鮮 との国境近

くにいた建州女真であ る。

　その うち,建 州女真か らアイシンギヨロ ・ヌルハチが現れ,海 西女真な どのライバルを倒 し,明 が

恐れていた女真勢力 の統一を成 し遂げる(マ ンジュ ・グル ンの成立か らアイシン ・グル ンの成立へ)。

それが最後で最大,最 強の中華 王朝 となった清王朝の始 ま りであ る。

　清王朝の支配者 たち(1636年 には「女真」Ju§enとい う呼称 をやめ,「満洲」Manjuと 名乗 るようになっ
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ていた)は もともと明に朝貢す る人々であ り,毛 皮取 引を足がか りにして経済 力,政 治力,軍 事力を

増大 させてきた とい う経緯を持つために,毛 皮 の産地 であるアムール水系の森林地帯 を重視 した。そ

のために,ヌ ルハ チの時代 からその地域 に対す る支配強化 を行 っている。1644年(明 の崇禎17年,

清 の順治元年)に 李 自成 の乱 によって明王朝 が滅亡 し,代 わ って清が北京 に入城 して中華世界の支配

者 とな るが,そ れまでの間に松花江流域ウス リー川流域,ア ムール川中流域 の毛皮産地の住民を支配

下 に納 めていた。1643年(崇 徳8年)か ら89年(康 煕28年)ま で,ア ムール水系 にロシアの勢力

が進出 してきたために,こ の地域の領有 を巡 って武力紛争が勃発す るが,清 は結局 この紛争を有利に

進 め,1689年 に締結 され たネル チンスク条約 によ ってアムール川 に流れ込む支流域 を含 む水系 全体

を領有す ることに成功 し,つ いでにサハ リンまで支配 の手を伸ば した。サハ リンではアニ ワ湾に面 し

た地域以外を支配下 に納 め,1750年(乾 隆15年)ま でに アムール川流域 の住民2250戸 とサハ リン

の住民148戸 の計2398戸 を毛皮貢納 民 として組織す ることに成功 した。 この毛皮貢納民 には現在の

ナーナイ,ウ リチ,ニ ヴフ,ウ デへ,オ ロチ,ネ ギ ダール,ウ イル タ,ア イヌ といった民族の祖先が

含 まれていた。

　清王 朝は,元,明 と異 な り,ク ロテ ンの産地 であ る環 オホー ツク海 南部 の地域 に対 す る支配 を長

期 間維持 した。 す なわち,1689年(ネ ル チ ンス ク条約)以 後,ロ シアに これ らの地 域を奪 われ る

1860年(北 京条約)ま で,170余 年 にわた って住民 を直 接支配 下に置いた。 ことに高宗乾 隆帝統治

下の60年 間(1736～95年)は 強力な支配を続け,こ の地域で警察権 や司法権 さえ行使 していた(1742

年のキジ村での殺人事件の処理な ど)(『 三姓副都統衙門梢案』第7巻201-210頁1743年)。

2.2.清 朝の毛皮収集方法

　清朝が支配 した時代の この地域に対す る統治の 目的は,対 ロシア防衛 もあったが,ク ロテ ン,ギ ン

ギツネ といった宮廷で使用される高級毛皮を安定的に供給させる ことにあった とい って も過 言ではな

い。清朝は この地域か ら主に以下の3つ の方法で毛皮を収集 した。

a)毛 皮貢納で取 り立てる方法

　「貢納」 とは事実上の納税 で,そ れ は中華王朝 の支配 下に入 った ものの義務であ る。 ただ,そ れ に

対 して物資的な恩賞があ り,ま た交易権 の獲得な ど貢納者にはいろいろ と恩恵があ った。 したがって,

国民の義務 であ り,そ の見返 りも参政権 とせいぜい行政サー ビス しかない近代国家の 「税」 とは性格

が異なる。制度 的には毛皮貢納民 として登 録された世帯(戸 あるいはboo)は,年1枚 のクロテンの

毛皮を納める義務 を負 う。乾 隆年 間当時 アムール川か らサハ リンにか けての地域には計2398戸 の毛

皮貢納民が登録 されていた ことか ら,清 は毎年2398枚 の クロテ ンの毛皮 を貢納 品 として受 け取 るこ

とにな った。 ただ し,そ の見返 りとして貢納民 に下賜す る恩賞(烏 林,ulin)は 大 き く,毛 皮を貢納

したものには最低で も高級綿織 物2着 分の他,数 々の付 帯給付 と称 する織 物や小物 類を与 え,さ ら

には旅費 として,村 か ら毛皮 を貢納 す る地点 までの距離 に応 じて食料を支給 しな けれ ばな らなか っ

た。 また,バ ラ ・イ ・ダ,ガ シャン ・ダ とい った役職者には絹織物 でできた朝服(宮 廷 の制服)と 平

民の毛皮 貢納民 に倍す る綿織物を支給す るこ とにな っていた。 この絹織物がアムール川 とサハ リンを

経由 して 日本 まで輸出され,「 蝦夷錦」 として珍重される ことになる。

b)公 的な売買

　 これ はアムール川 の最 も下流 にいた人々 とサハ リンの人 々に対 して実施 された もの で,毎 年624

枚が購入された。 これによ り,貢 納 による納入 も含め ると,形 式的には清朝は毎年3022枚 のクロテ

ンを国庫 に入れ ることになった(実 際には欠貢者 もいた ことか ら,毎 年の納入枚数は一定 しない)。

　 このアムール川の最下流域 とサハ リンの毛皮貢納民たちに対 してはアムール川の下流のある地点 に

毎年夏に公設市場を設け,そ こで,毛 皮貢納 ・恩賞給付の儀 式を行 うとともに,綿 織物を使 ったクロ

テ ンの買 い上 げを行 って いた。 この時の公定価格 では,ク ロテ ンの毛 皮1枚=綿 織物2着 分=中 国

銀2両 だ った。 これ は清 朝側の クロテンの買い上 げ公定 価格 になるだけでな く,ク ロテ ンの産地 で

あ るアムール川流域や サハ リンの住民の間で も標準 的な価格 とな っていた。例 えば,19世 紀のニ ヴ
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フは 「ヤ」 と呼ばれ る価格単位 を持 っていた ことが知 られ,そ れ がだい たい 中国銀1両 に相 当 した

ことが知 られているが(ILIpexx　 1899:278),ク ロテ ンの標準的な価格は1～3ヤ 程度だ った。

　 公設市 場が設け られ た地 点は時代 とともに変 わるが,乾 隆 時代 にはキ ジ湖 の出口 にあったキ ジ村

(Kiji　gasan)に 設置 されていた。 ここはサハ リンか らや って くる交 易ルー トが合 流す る地点 であ り,

地の利 があったか らであ る。 この公設 市場 は乾隆期 以後上流 に移 転 した。嘉慶(1796～1820年),

道光 年間(1821～1850年)に はデ レン(現 在の ノ ヴォイ リイ ノ フカ村 の近傍,間 宮林蔵 が1809

年に探検 した ときには ここに市場が置かれ てい た),威 豊年 聞(1851年 ～61年)に は さらに上流の

ピヴァン(現 在 のコムソモ リス ク ・ナ ・アムー レ市 の対岸)ま で後退 していた。

c)サ ルガ ン ・ジ ュイ(Sargan　 jui)制 度 によるクロテン,ギ ンギ ツネの毛皮の収集

　 アムール川 とサハ リンの毛皮貢納民には,一 定量 の毛皮 を支払 うと,清 朝の満洲旗 人(貴 族,武 士層)

の娘 と結婚 し,彼 らと姻戚関係を結ぶ ことができた。 それ は清の太祖 ヌルハチが毛皮産地 の人 々を支

配下に入れる過程 で作 られた制度である。 ただ し,か つ ては本 当に貴族の娘が降嫁 したが,乾 隆時代

には市井 の娘を旗人が養女 として,送 り出 してい た といわれ る。 その花嫁がサルガ ン・ジュイ(Sargan

jui,直訳す る と 「少女」)と 呼ばれ,彼 女 と結婚 する毛皮貢納民 はポ ジホ ン(H(顛ihon,お な じく 「花婿」)

と呼ばれた。サルガ ン・ジ ュイの地位 は高 く,清 朝の八旗制度では中級 クラスの将校 に当たるパ ラ・イ ・

ダ(氏 族の長)よ りも上だ った。 彼女 が毛皮貢納民 のも とに赴 く時 には多大な下賜 品 とともに,従 者

までつけ られた とい う。そ の とき毛皮貢納民支払 うの は規定で は以下の通 りであ った(清 会典1991:

199)o

　 通常の　皮(seke)100枚

　 黒狐皮(sahaliyan　 dobihi)2枚(白 珍珠毛狐皮(cikiri　dobihi)4枚 で もよい)

　 9枚 の青狐皮(boro　 dobihi)で 作 られた クッシ ョン2枚(相 応の枚数の毛皮で もよい)

　 9枚 の黄狐皮(suwayan　 dobihi)で 作 られた クッシ ョン4枚(相 応の枚数の毛 皮でもよい)

　 17枚 の　皮 で作 られた衣服12枚

しか し,ク ロテンの毛皮は ばらば らの状態 で総計304枚 を用意す るので もよ く,実 際にはその よ う

な形で支払 われていた(『 三姓副都統衙 門棺案』第83巻350頁1794年)。

　 寧古塔副都統衙 門 と三姓副都統衙 門の棺案 には1723年 か ら1803年 までの80年 間 に21人 のポジ

ホ ンの事例 が残 されてい る(松 浦2006:152-153)。

　 なお,中 国側 の史料 では この制度 は毛 皮貢納民側 の希望 に添 って創設 され,運 用 され た ように記

されてい るが,地 元 アムール川下流域 では異 な ったニ ュアンスを持 って伝え られてい る。た とえば,

私 が調査 したニー ジニイ ・ハル ビ村 のあるイ ンフォーマ ン トは,満 洲 の貴族 たちが貴重 だ った クロ

テ ンの毛 皮を確実 に手 に入れ るために,産 地の住民 と姻戚 関係 を結ぶ こ とを 目的 と して娘を我 々に

嫁がせ てきたのだ とい うことを語 っていた。 同 じこ とは,1930年 代 にA・ ゾロタ レフ も記 している

(30noTapeB　1939:49)。 この制度 は満洲側,毛 皮貢 納民側双 方に利益 があ った こ とと,ア ムール川流

域の毛皮貢納民は満洲貴族 と対等な関係にあった ことを物語 っている。

2.3.ク ロテン,ギ ンギツネの毛皮 の使用先 とその種類

　 この ように して北京 に集め られた クロテ ンやギンギツネは どのよ うに使用 されたのだろ うか。

　清 の宮廷 における皇帝以下,皇 族,大 官,役 人達 の公 的な衣装 に関す る規定(『 清会 典図』)に よ

れ ば,「 紫　」あ るいは 「薫　」1)の 毛皮 は皇帝や皇子 らが着 用する冬用 のかぶ り物(「 冬朝冠」),冬

服(「 冬朝服」)の 袖周 りや襟周 り,あ るいは裏地,そ して冬着 の下に着 る単衣(「 端単」)な どに使用

され ることにな っていた。 「黒狐」(色 の暗いギ ンギツネ)は 皇帝 の冬用 のかぶ り物(「 冬朝冠」)か 冬

着 の端単 に しか使用 されない。それに対 して黒狐 よ りも劣 る とみ られ る 「青狐」(後 述)は 皇子 のか

ぶ り物や皇族出身の大官 の端単 などに使用する とある。また,非 皇族 でも 「公」な どの爵位を持つ大

官のかぶ り物や冬服に 「薫　」や 「青狐」の毛皮な らば使用する ことができた(清 会典図1991:601,

603,604,609,625,628,634,645,636,654,655)。 すなわち,主 に皇帝,皇 妃,皇 族,大 官の ファッ
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シ ョンあ るい は威信 財 と して用 い られた わけ

である。有名な例 としては現在故宮博物院に収

蔵 されて いる乾隆帝が着 用 した 冑(「 黒　縷 金

龍 文真珠 飾 冑」)の 装飾 が あ り,ジ ュゼ ッペ ・

カスティ リオーネ(郎 世寧)に よる肖像画(「 乾

隆帝 大閲像軸」)に も描 かれ てい る。そ こには

白毛 が一本 もな い最高級 の クロテ ンが24本 垂

らされ ている(東 京国立博物館等2012:318)。

また,雍 正帝や乾隆帝 の肖像画で も,黒 　 に縁

取 られ た冬服を着用 した姿が描かれている(東

京国立博物館等2012:171,190)。

　 キ ツ ネ の 毛 皮 は ク ッシ ョ ンあ る い は敷 物

(sishe)と して も重 宝 され た よ うであ る。サ ル

ガ ン ・ジ ュイを嬰 る ときに支払われ る毛皮 でも,

キ ツネの毛皮は最高級のsahaliyan　 dobihi(黒 狐

皮)を 除い て,い ずれ もクッシ ョンに して献上

されている。

　 興味深いのは満洲語 ではクロテンの毛皮 に対

してはsekeと い う一語 しかないの に対 して(漢

語で は 「紫　」,「薫　」 な ど区別あ り),キ ツ

ネの毛皮 に対 しては,sahaliyan　dobihi(黒 狐皮),

cikiri　dobihi(白 珍 珠毛 狐 皮),　 boro　dobihi(青

狐皮),suwayan　 dobihi(黄 狐皮)と 色 によって

4種 類 もの言 葉 を使 い分 け,sahaliyann　 dobihi

とcikiri　dobihiと の 間では交換 比率 も定 まって

いた。 この4種 類のキツネの毛皮の うち,明 ら

かなのはsuwayan　 dobihiで,こ れ は普通の赤毛

のキ ツネであ る。それに対 して他 の3種 類はい

わゆるギ ンギ ツネの類いか と考え られる。 ギ ン

ギツネ とは毛色が違 う個体であ って,動 物種 と

しては普通のキ ツネ と同一であ る。 ただ,こ の

3種 類が どの ように分類 され ていたのかが不 明

であ る(図1,図2,図3,図4)。

図1ク ロテンの毛皮(筆 者所蔵)

図2　 ロシア産養殖ギンギツネ(北 海道大学北方生

　　物圏フィール ド科学センター植物園蔵)

図3　 養 殖 中 の ホ ッキ ョ クギ ツ ネ(空 色 ギ ツネ)(ロ

シ ア 連 邦 サ ハ 共 和 国 エ ヴ ェ ノ ・ブ ィ タ ン タ イ 地 区 に

て筆者撮影

図4　 キタキツネ(ア カギツネ)(北 海道大学北方

生物圏フィール ド科学センター植物園蔵)

　 『寧古塔副都統衙門櫨案』の記述か らサル ガ ン ・

ジュイ とポジホ ンの制 度 につ いて詳述 した松浦

茂 は,boro　 dobihiを ホ ッキ ョクギ ツネ として い

る(松 浦2006:156)。Boro　 dobihiは 漢語 ではま

た 「玄 狐皮」,「青狐皮」 あ るいは 「倭 刀」 とも

訳 され る2)。 これは比較 的明 るい灰色を した毛皮

である と想像 され,ホ ッキ ョクギツネで も 「空色

ギツネ」(英 語のblue　fox)と 呼ばれる ものはギ ン
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ギ ツネ よりも若 干毛色 が明 るい。そ して,確 かに中国ではロシアか ら輸入 され るホ ッキ ョクギツネの

毛皮で作 られた クッシ ョンが宮廷で珍重されていた とい う情報 もある(森 永2008:106)。

　 しか し,ホ ッキ ョクギ ツネの主要な生息地域 は遙 か北方 のヤクー チア(サ ハ共和国)北 部 の北極 圏

の 中である。 その生息範 囲,行 動範囲はかな り広 く,ヤ クー チアの南部 まで含 まれる。 しか し,そ の

ような地域での生息数 は多 くはない。 環オホーツ ク海域 でも北部(カ ムチ ャツカ半島やマガダン州 な

ど)に は生息 するが,ア ムール川流域やサハ リンのな どの南部 にはいないか,い て もごくわず かだ と

考 えられる。 となる と,ア ムール川下流域 の住民 は どのよ うに して手 に入れたのだろ うか。

　 実際 に狩猟 で手 に入 らな くて も,18世 紀当時 国境 だったス タノヴォイ 山脈 を越 えて北か ら来 るヤ

クー トやエ ヴェンキ たちか ら手 に入 れ るこ とはで きたか もしれ ない。 中川五郎治3)の 報 告で は,ア

ムール河口の少 し北 にあ るシ ャンタル湾沿岸や ウ ドスクあた りではニ ヴフ(五 郎治は 「ゲ レヤ カ」 と

い う)と エ ヴェンキ(同 じく 「トングシ」)あ るいは ロシア人 が接触 していた可能性があ る(中 川五

郎治1994:519-528)。 しか し,エ ヴ ェンキの多 くは ロシ ア側 に従 ってお り,清 朝支配 下にあ ったニ

ヴフやウ リチ,ナ ーナイな どに とっては敵 だった。 間宮林蔵 は,サ ハ リンにやってきたロシア人やエ

ヴェンキ(キ ー レン)の 猟師が現地 のニヴフや ウ リチ らに殺 され ることがあった とい う情報を伝 えて

い る(間 宮1810:184-185)。18世 紀の時点で,ニ ヴフをは じめ とするアムール の人 々が ロシア側か

ら来 るエヴェンキやヤ クー ト,ロ シア人 か らクッシ ョンにで きるだけのホ ッキ ョクギ ツネの毛皮(ク ッ

シ ョン2枚 分 で総計18枚)を 仕入 れる ことは可能性 としてはあ るが,な かなか難 しか ったのではな

いか と考 えられ る。他方,清 はキャフタでのロシアとの交易(キ ャフタ貿易)で,ホ ッキ ョクギ ツネ

を簡単 に仕入れ ることができたはず である。 したが って,ア ムール川流域の毛皮貢納民が ロシアの属

民たち と接触す るとい う危 険を冒させ てまで,彼 らにホ ッキ ョクギツネの毛皮 を求め たの だろうか。

　 ホ ッキ ョクギ ツネ とギ ンギ ツネ は動 物 と しては別属 ・別 種で あ り(前 者はAlopex　lagopus,後 者 は

Vulpes　vulpes),毛 皮 も毛並みや肌触 りが異な る。ホ ッキ ョクギ ツネの方 が産毛 が多いために肌触 りは

よい。 しか し,北 京の宮廷 の人 々がそれを どこまで見分けたのだろ うか。 クッシ ョンにされた段 階で,

色 が明るいギ ンギツネ とホ ッキ ョクギ ツネ との区別を どこまでつけたのだろ うか。それ よ りも色合い

によ って明 るい色のギ ンギ ツネ とホ ッキ ョクギ ツネを ともにboro　 dobihiと まとめて しまった可 能性

もあるのではないだろ うか。真偽 のほ どは実物を見て確認 しない とわか らないが。

2.4.ク ロテ ン,ギ ンギ ツネの毛皮の流通 と日本 の役割

　 クロテ ンとギ ンギツネの毛皮 の需要が中国,特 に北京の宮廷を中心 に してい たことはすでに述べた

が,そ こに集 まって くる これ らの毛皮の流通で大きな役割を担っていたのが日本であ る。中国が毛皮

を引き寄せ る力を強力に発揮 していたのに対 して,日 本側は送 り出すポンプの役割を果た していた と

いえる。

　序論 でも触れたよ うに,日 本 の武家政権は クロテ ン,ギ ンギツネの毛皮 に対 して大 きな関心を払わ

なかった。 日本の武士 たちは防寒具,武 具 として実質的な機 能を持つ シカやカモ シカ,タ ヌキ,ウ サ

ギ,キ ツネな どの毛皮 を必要 としたが,希 少性,フ ァッシ ョン性 が高 く,威 信財 と しての機能を持つ

クロテン,ギ ンギツネの毛皮 をことさら必要 とは しなかった。 そのために,日 本 は中世(鎌 倉,室 町

時代)以 来,ク ロテン,ギ ンギ ツネを輸入する ことがまれであ り,江 戸時代 には明 らかに輸出国だった。

　江戸時代 に環オホー ツク海域南部に含 まれ る北海道,樺 太南部,千 島列 島を支配 したのは松前 藩で

ある。 ただ,松 前が支配 したの は当時 「蝦夷」 と呼ばれたアイヌの人 々であ り,こ れ らの領 域を 「領

土」 として支配 したわけではない。 「蝦夷」が松前の支配 下にい るので,彼 らが暮 らす ところが松前

の勢 力圏であ るとい うに過 ぎなか った。 しか も,千 島列 島北部 の千 島アイ ヌには松前の支配 は及 ばず,

逆 に17世 紀末か らロシアが進 出 してきて彼 らを支配下 に組み入れて しまう。

　 ロシアが千島列島沿 いに南下 し,ク ナシ リ,エ トロフにいたアイヌ(彼 らは道東アイ ヌの一部 だっ

た)に 接触を始め,松 前藩 に通商を要求す るに至って,江 戸幕府 は蝦夷地支配 に本腰を入れる。 その

過程 で幕府の役人が 目に したのが,サ ハ リンにおける樺太アイヌの大 陸交易 と大陸か ら来 る商人(い
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わゆ るサ ンタ ン人)の サハ リンでの交易(い わゆるサ ンタン交易)の 実態,そ してそのよ うな活動に

対す る松前藩の無策 だった。幕府はサンタン交易 でアイ ヌがサ ンタン商人たちへ の負債が積 も り,生

活困難状態になってい るにもかかわ らず,松 前藩 は逆 に負債を増やす ような政策 を執 ってい ることに

危機感を覚 え,蝦 夷地を直轄地4)と して,サ ハ リンにおけ るサ ンタン交易を幕府直営 として しま う。

それを推進 したのが,1808年 に間宮林蔵 とともにサハ リンを探検 した松 田伝十 郎だった。彼 の献 策

に よってアイヌの負債の多 くを幕府が肩代 わ りして支払い,サ ンタン商人の取 引の場をサハ リン南端

の白主に設置 した幕府の出先機関に限 り,さ らに毛皮 とその他の商品 との交換 レー トを定めて,サ ン

タン交易の規則 を整 えた。 この とき,サ ンタン商人 たちが アイ ヌや 日本に もた らしたのは絹織物(蝦

夷錦)や 綿織物,衣 服,ガ ラス玉,鷲 や鷹 の尾羽 であ り,そ の対価 として 日本側 が支払 った ものが毛

皮 と鉄製品だった。松 田伝十郎は交換 レー トを定 めるに当たって,サ ハ リン産 のクロテ ンを基準に し

た。 これは品質 が高 く,大 陸の商人たちの信用が高か った ため と考え られる。伝十郎が定めた規則に

よれば,サ ンタン商人が招来 した絹織物以下 の商品 はまずサハ リン産のクロテンの枚数でその値段 が

決め られ,そ れ とほぼ等価になるよ うにカワウソ,キ ツネ,ク ロテ ン,ア ナ グマ などの毛皮,そ れに

鍋,刃 物な どの鉄製品を取 り混ぜて支払 った。そ のため に,毛 皮や鉄製 品の対 クロテン交換比 も定め

られている(松 田1821:217)。

　 この幕府 公営 のサ ンタン交易でサ ンタン商人 たちに渡 された クロテ ン,キ ツネ,カ ワウソの毛皮は

膨大な量になる。例 えば,松 田がアイヌの積年の負債の多 くを幕府の費用 で支払 ったとき,サ ンタン

人の債権者 たちに支 払われ た毛皮 は,ア イ ヌが支払 った499枚 の クロテ ンと幕府 が払 ったカワウソ

2523枚 半 だった。幕府 はこのカワウソの毛 皮を用 意す るため に131両 を支出 してい る(松 田1821:

217)。 また,取 引量の 多い年だ ったが,詳 しい記録 が残 る1853年(嘉 永6年)の サ ンタン交易 の

記録で は,サ ハ リン産 クロテ ン258枚,北 海 道産 クロテ ン324枚(北 海道産 はサハ リン産の4分 の

1の 価値 しかない),キ ツネの上級毛皮(上 狐皮,ギ ンギツネか?)133枚,中 級毛皮189枚(中 狐

皮,色 合いの劣 るギ ンギ ツネか?),並 の毛 皮(下 狐皮,ア カキ ツネ)275枚 がサ ンタン商人 に支払

われてい る(海 保1991:二 九 ・六二)5)。 この ときサハ リン南端にあ った 白主会所 と呼 ばれ る交易場

を訪れたサ ンタン商人は66人 だ った こ とか ら,一 人 あた りに しても相 当な量 の毛皮 が支払 われてい

る(詳 しくは佐 々木(2011)を 参照)。 この毛皮の うち どの程度が清の宮廷に支払われたのかは不 明

だが,当 時幕府 が執 った このよ うな政策 が,ク ロテ ン,ギ ンギツネの毛皮 の流通 を促す押 し出 しポン

プの役割 を果 た したことは確かだろ う。

　では,幕 府が支払 った これだけの毛皮 を用意 したのは誰か。それは北海道,サ ハ リンにいたアイヌ

の人々である。北海道では例 えば,余 市 で猟師が組織 され,毛 皮獣狩猟 が行われ たことが記録 に残 さ

れてい る(出 利葉2002:138-151)。 また,間 宮林蔵の記録 か らサハ リンの樺 太アイ ヌも盛ん にクロ

テ ンやキツネを捕獲 していた ことがわかる。後述の ように,そ れに特化 した罠類 が使われていた。 日

本で は毛皮 の値段が全体 的に安い ために,ク ロテ ン といえ どもそれ ほ ど高 くは買 い取 って もらえな

か った と考 え られ るが,毛 皮類の流通 を促進 した幕府の政策を支えたのはアイ ヌの猟師だ った。 しか

し,キ ツネやクロテ ン,カ ワウソの毛皮 を使 った衣装や民具類はアイヌの間 では定着 していない(出

禾[∫葉2002:150)

3.毛 皮獣猟の方法

3.1ク ロテ ン猟

　 クロテ ンは中国周辺地域では利益が大 きい毛皮 だったために,ア ムール川下流域やサハ リン,北 海

道な ど環オホー ツク海地域南部では数 多 く捕獲 され た。その捕獲技術 も地域 の自然条件 と,捕 獲を担

う人々の創意工夫 によって多種多様な ものが見 られ たが,そ れを殺傷方法 によって整理す ると大き く

以下の5つ に区分できる。

　 1)網 による猟:ま ず クロテンが逃 げ込むか,ね ぐらとしてい ることを 目撃 した木 の洞の周囲にネ ッ

トを張 って,ク ロテンが他へ逃げないよ うにする。 クロテ ンが入 った穴 とそれ と通 じるもう一つの穴
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を除いて,木 に開いて いそ うな穴をすべ てふ

さ ぐ。細 長い網を クロテ ンが入 った穴の入 り

口に仕掛け る(図5)。 モ ミな どの針葉樹 の葉

を燃 や して煙を出 し,そ れ を もう一つの穴か

ら送 り込 んで クロテ ンを燻 り出す。 煙に燥 さ

れ てセ ッ トした網の中 に飛 び出た クロテ ンを

捕 らえて,心 臓を押 しつぶ して仕留め る。 こ

の網 で捕 獲す る方法 は,楊 濱 の 『柳邊 紀客』

な ど18世 紀初 頭 の文献 にも登場 す る古 典的

な方法 であ り,清 朝支配時代 で最 も普及 して

いた もの と考え られ る。

　 2)輪 による猟:ク ロテンは移 動する とき,

地面 の倒木や橋 の よ うに川 の上 にか かる倒木

の上を歩 くことを好む。その性質を利用 して,

図5　 クロテン捕獲用の網を仕掛けるウデへの猟師(ロ シア

　　連邦沿海地方ポジャール地区にて筆者撮影)

倒木の上 に仕掛 け,輪 が首 に掛かるよ うにセ ッ トす る。 た

だ し,捕 獲,捕 殺 方法には以下の3種 類のや り方 があった。

①石 を輪 に結びつ けてぶ ら下 げておいて,獲 物 の首が輪

　 に かか る とともに,石 を留 めてい た留め具 が外 れて獲

　 物 を川 の 中に引 きず り込 んで捕 らえ る(ウ デへ な ど)。

　 (図6)

② しなる枝を輪 に結 びつけて おいて,首 が輪 にかか る と

　 枝が跳ね上 がって獲物を空 中に吊す(ウ デへな ど)。 こ

　 れ は川 が凍結 して水 の中 に落 とせ な くなった季 節に行

　 う。空 中に 吊 し上 げるのは カラス な どにつ つか れない

　 ようにするためである。

③バ ネのよ うに しなる枝を輪 に結 びつけて おいて,獲 物

　 の首 が輪 にかか る と留め具 が外れ て,枝 が獲物 を川の

　 中 には じき飛ば して捕 らえ る(ウ イル タ,樺 太 アイ ヌ

　 な ど)。(図7)

　輪 その ものは世界 に普遍 的に見 られる狩猟 用具だ が,そ

の名称は 中国東北部か らロシア極東地域 にか けて広が るツ

ングー ス系 の言 語 でporka,　 potka,　hurka,　 hukaな どと共

通性が高い(Sasaki　 2009:82)。 したが って,輪 による狩猟

と名称 はツングース系民族の拡散 とともに,各 地 に広 がっ

た と考 え られる。 しか し,そ の設置方法 に上 記のバ リエ ー

図6　 石の重みで川に引きずり込むウデへの

　　罠(ロ シア連邦沿海地方ポジャール地区

　　にて筆者撮影)

ションが見 られ ることか ら,設 置方法 は各地の 自然条件 と周辺諸民族 との交流な どが影響 して異なる

方法が採用 され たと考 えられる。

3)丸 太落 としによる猟:ク ロテ ンの進 む方 向に平行 に丸太を 吊し,落 として全体 を押 さえ込むdui,

doiあ るいは碓房(ウ デへ,オ ロチ,松 花 江のナーナイ)(図8),ク ロテ ンの進む方 向に垂直 に丸太

を吊すか支え るか して,落 として首 や頭部 を殴打 するkafariあ るいはkapari(ナ ーナイ,ウ リチ,ウ

デへ,オ ロチ,エ ヴ ェンキ),ク ロテ ンがね ぐらとす る木 の切 り株 に丸太 を支 えて仕掛 ける1angiあ

るい はnangi(沿 海地方か らシベ リアにかけて広 く分布),垂 直に立て た丸太 を首筋 に落 とすhadana

(ウデへ,松 花江のナーナイ)な どが見 られる。 この うち,langiに 類す る罠 は構造が単純であ り,か

つ名称がツングー ス系住民に共通 している ことか ら,彼 らの拡散 とともに東 部シベ リアか ら極東に普

及 した と考え られ る。 同 じ構 造の罠 は,言 語 系統 は異 なるが ツングース系 の住 民 と隣接 して暮 らす
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ニ ヴフ の下 に も見 られ る(haと 呼 ば れ

る)。duiは その名称 と分布か ら,漢 民族

が広 めた可能性 があ る。 ウデへの 問で も

中国式の罠 として知 られてお り,V・K・

アル セーニエ フも中国人 が仕掛 けた もの

として紹介 している。現在のkafariに は,

丸太 を支え る軸の構造 に ヨー ロッパ系 の

罠の影響が見 られる(佐 々木2007)。

　 4)挟 み込み に よる猟:弓 形の バネ を

使 った罠(ロ シ ア語 のチ ェルカー ン とい

う名 称 で知 られ る もので,全 シベ リア,

極東地域 に普及),鉄 製 ・木製の板バネを

使 った罠(中 国東北地 方)な どがあ ったが,

現代 は トラバサ ミ型 の捕 獣器が主流 であ

る(図9)。 ロシ アでは この

捕獣 器 は法律 で使 用 が義務

づ け られ てき たが,前 足 を

挟 み込 む だけ なの で,獲 物

を苦 しめ,毛 皮 を傷 め る と

い う欠点があ る。

　 5)射 撃 による猟:毛 皮 に

穴 を空 けて しま うの で クロ

テ ン猟 に 自動 弓 を使 うこ と

は まれ だが,た まに使 われ

る こ と もあ っ た とい う。 ま

た,射 撃 の腕 に 自信 が あ る

猟師 は頭を銃撃 して仕 留め

る。 そ の ときは犬を使 って

追跡,追 い込 んで い く。 イ

ヌは網猟で も使われ る。 この

イ ヌを使 った射撃猟 は捕獣器

とともに,ロ シアで は現在最

も普及 した狩猟方法である。

図7　 木 の 枝 の バ ネ で 川 に は じ き落 とす 罠,上 が ウイ ル タ(山 本1979),

　 　下 が ア イ ヌ 「獲 　 」(間 宮1810)

3.2キ ツネ猟

　キツネは賢 く,罠 も高度 な

工夫が必要だが,罠 で はなカ'

なか捕獲で きない。 しか し逆

にその好奇心旺盛な性質を利

用 した罠 もあ る。例 えば,ニ

ヴ フの ドジ ョンdozhonま た

は ロ ジ ョンrozhonと 呼 ばれ

る罠 は,枝 が 二股 にな って

い る木 を立 て,そ の股 の部

分 に物 が挟 ま った とき に抜

図8　 ウデへの丸太落とし罠 ドゥイ(ロ シア連邦沿海地方ポジャール地区にて

　　筆者撮影)
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けない よ うに鋭 く削っておいた もの で

あ る。 これ は 自然 の立木 で も作 るこ と

が できる。枝 の どち らかに魚 を えさ と

して結 びつ け,動 物を お びき寄 せ る。

えさに好奇心 を覚 えた獲物 が飛びつ こ

うと している と,股 の部分 に前足を挟

まれ て逃 げ られな くなる。 イソ ップ物

語 にあ る話 を逆手 に とって捕 獲す るよ

うな罠 である。効 率は悪 いが,構 造が

単純で仕掛 けやすいので,た くさん仕

掛けて どれか に当たるだろ うとい う発

想の罠である。間宮林蔵が 口述 した『北

夷分界余話』 で 「捕狐」 として紹 介 さ

れてい るものが この罠であ り,ア イヌ

も使 ってい た よ うで あ る(間 宮1810)。

また,サ ハ リンの ポロナイス クにある

博物館に は実物が展示 され ている。 こ

れは タライ カ湖近 くの森 の中で,ロ シ

ア人の猟師が見つ けた もの といわ れて

いて,設 置年代,設 置者は不明 である

が,戦 前 まで 「オ タスの杜」 に暮 らし

ていた ウイル タやニ ヴフな どの先住民

が設 置 した可能 性 があ る(図10,図

11)a

　現 在 で は捕 獣 器 を仕掛 け て捕 る こ

図9　 捕獣器を仕掛けるウデへの猟師(ロ シア連邦沿海地方

　　ポジャール地区にて筆者撮影)

図10　 「獲 狐 」(間 宮1810)

とだけが許可 されてい るが,キ ツネ は賢 いのでなかなかか

か らない。 しかも,高 価 なギ ンギ ツネ を集 中的に捕 獲す る

とい うことも不可能 であ る。その ために,ロ シアでは ソ連

時代か らギ ンギツネ とホ ッキ ョクギ ツネの養殖 が盛んだ っ

た。 先住民が主体 の漁業 組合や狩猟組合,国 営企 業では多

くの ところ でキ ツネ やホ ッキ ョクギ ツネの養 殖 が行 われ

て,組 合や企業の貴重な収入源 となっていた。 ソ連崩壊後,

世 界的な毛皮需要 の低 迷 と国の経済体制 の急速 な転換に伴

う流通 シス テムの崩 壊のため に,毛 皮 も売 れな くな り,毛

皮 獣の養殖 は急速 に衰退 した。今 日,ロ シア国内の毛皮市

場 が回復 しつつ あ り,先 住民 によるクロテン猟 は活気を取

図11　 タライカ湖近くの森で発見された

　　キツネの罠(ロ シア連邦サハリン州

　　ポロナイスク郷土博物館蔵)
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り戻 しつつ ある。 しか し,キ ツネ,ホ ッキ ョクギツネの養殖 はまだ復活 していない。

3.3.漁 師達が時代 に即 して選んだ技術,用 具

　 ロシアでは帝政時代,ソ 連時代,そ して現在に至 るまで,一 貫 して狩猟が盛んである。 それ は狩猟

を中心 とした生業を営んできた先住民系の住民だけでな く,ロ シア人や ウクライナ人な どヨー ロッパ

系 の住民 でも同様である。狩猟 は直接生活に必要 な肉や毛皮 を供給す るだけでな く,現 金収入 にもな

る毛皮を得 ることができ,ま た,趣 味 として楽 しむ こともできる。その ような狩 猟活動 を長期的 に維

持す るため に,野 生動物 の保護 と猟師や一般住民 の安全 の見地か ら,捕 獲可能な動物 の種類 と季節か

ら使 える用具類 まで,狩 猟 関連,銃 器所持関連,自 然保護 関連 の法律 によって規 制されてい る。極東

ロシアでもロシア系,先 住民族系を 問わず,猟 師たちは これ らの法律を遵守 した上で,狩 猟 に従事す

る。 したが って,毛 皮獣狩猟 に関 しても,捕 れる動物 の種類,季 節,用 具類 は法律 によって規制 され

ている。 また,猟 場は猟 師が加わ ってい る組合 や会社 が決 めてい る。 しか し,そ の法令や規制が必ず

しも正常 に機能する とは限らない。 ソ連のよ うな強力 な中央政府があ り,強 権 的に遵守 させ るととも

に,猟 師 たちの生活を保障す ることも可能な政権 な らば,遵 守 され る。 しか し,帝 政時代や ソ連崩壊

直後 の時代の ように,地 方 に対 して十分な監督力のない政権が支配す る場合 には,生 活 が守 られない

ために,人 々は生きるためにそれ らをないが しろにす る。

　 それに対 して清朝が支配 していた近世 の環オホーツ ク海域南部 では,毛 皮獣狩猟 は家族や一族の生

活を保障 し,さ らに経済的豊か さと文化的な洗練 さをもたらす最 も重要な生産活動 だった。 クロテ ン

1枚 を貢納すれば,綿 織物 が下賜 され,そ の地位 によっては絹 織物まで下賜された。3種 類のキツネ

と大量の クロテ ンの毛皮を払 えば,満 洲旗 人 と姻戚 関係を持つ ことが可能で,旗 人 の娘 と結婚 した人

は,豪 華 な絹織物の衣服を大量に与 えられ,召 使 いを使 える身分へ と上る ことがで きた。そのために,

人 々は必死にな ってクロテンやギ ンギツネの毛皮 を確保 しよ うとし,男 たちは腕 のよい猟師 にな るこ

とにあこがれた。

　清 も江戸幕府 も狩猟を細 か く規制す るような法令,規 則を持 たなか った。 これ らの政権が行 ったの

は,猟 師の資格 と猟場 を限定す ることだ った。 中国も日本 も農業地域の住民 がアムール川流域や 「蝦

夷地」(北 海道,サ ハ リン,千 島列 島か らなっていた)に 入 るこ とを原則禁止 し,そ の地域 の資源 の

利用 と生産活動を地 元の住民 にゆだねた(日 本では漁業資源に関 しては18世 紀か らこの原則を崩 し,

本州 以南の和人 が漁 場を支配す る場所請負制 が始 まった)。 しか も,獲 物 の種類 や数量,捕 る季 節,

使 える用具類に関する規制 を一切設けなかった。 それ らは地元住民の伝統 的な知識,慣 習 と技術にゆ

だね たのである。 それでも猟師の資格が地 元住民 に限定 されていた ことと,質 を重視 した清朝の毛皮

収集政策のために,資 源劣化の早 さは近現代 ほ どではなか った と考え られる。

　 そのよ うな時代 には,毛 皮 の質 を保 持するために,獣 をで きるだ け苦 しめない方法 が採用 された。

苦 しめば もがいて,身 体 を周 囲にこす りつけ,毛 皮 を損傷 して しまうか らである。 そのため に,丸 太

を落 と して一瞬で殺 害する,あ るいは輪に首を掛 けたまま水 中に落 とす,空 中に吊るなど して もがい

ても毛皮 に損傷 が加 わ らないように した。 網を使 った猟 も,網 で捕獲後 人が心臓 を手 でつぶ して殺 害

す るために,毛 皮 に傷 がつ きに くい。 これ らの罠は事 情を知 らない人 にとっては時 には危 険である。

罠を仕掛けた猟師は人 間にだけ にわか るよ うに,枝 を折 るなどして近辺 に印をつ けた。移民を規制 し

てい た前近代時代には,猟 場を歩 く人はそのよ うな慣習を知 る人ばか りだったの で,問 題にはな らな

かった。近代以後,こ れ らの罠が規制 された り禁止 された りす るが,そ れは,後 述 のよ うにこの よう

な慣習を知 らない移 民が大量 に入 り込んできて,け が人が 出た り,他 人の罠か ら勝手 に獲物を盗んだ

りとい うことが起 きたか らであ る。

　 それに対 して現代のロシアで法律 によって定め られている捕獣器(ト ラばさみ)や 銃器 による猟で

は,危 険 は伴 うが,伝 統 的な罠 よ りも安全 だ とされて推奨 されて きた。 また,設 置場所の近 くにある

材料を使 うとはいえ,あ る程度の構造物を作 らな くてはならない丸太落 としの罠や輪罠 に比べて,捕

獣器 は構造が簡単で,設 置 時間も短 くてすむ。 すなわち,単 位面積,単 位時間あた りに仕掛 ける数を

多 くす るこ とができる。r数 打 ちゃ当たる」 とい う発想 である(伝 統的な罠でもキ ツネ罠 「ドジ ョン」
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は同じ発想である)。

　前足 な どを挟む捕獣器 は動物が苦 しんで もが くために,毛 皮 に傷がつ きやすい。 また,銃 撃で も当

たるところを間違 えれ ば,毛 皮に穴が開 く。 しか し,ダ メー ジに応 じて買い取 り価格 が低 くな るだけ

で,価 格を差 し引かれ た分,多 く捕獲 すれば,損 失 の穴埋め はで きる。すなわち,近 現代の捕獲用具

類は質よ りも量 を重視す る経済体制 に即 した狩猟方法 であるともい うことができる。 その一方で,そ

れ らはよほ ど資源管理を徹底 し,計 画 的に捕獲 を行 わない と資源の急速な劣化 を招 く用具であ るとも

いえ る。そのため に,自 然保護や野生動物保護,そ して野生動物の有効な活用 といった考 え方が有力

にな ってきた今 日,再 び伝統的な罠が見直 され てきてい る。

4.近 代的国家統治 による毛皮の需要 と流通 の変化一結論 に代 えて

　 清王朝 による環オ ホー ツク海 域南部の支配 は盤石 のよ うに見 えたが,19世 紀 に入 る とほ ころびが

見え始める。すなわち,サ ハ リン東海岸 のアイ ヌの朝貢が途絶え,サ ハ リンか らの交易路 とアムール

川の交易路 が合流す る地点であるキジ村 にあった公設市場がデ レン,ピ ヴ ァンな ど上流の地点へ移転

す る。そ して19世 紀半 ばにな ると再 びロ シアの侵 入が始 ま り,ア ムー ル川流域 は1858年 と60年

の条約によってロシア領 に割譲 され,サ ハ リンは1875年 の 日本 との条約で こち らも全島がロシア領

とな る。それ によ り,ネ ルチ ンス ク条約以来170年 続い た清 によ る環オホー ツ ク海域南部 に対す る

支配は終わ りを告げ る。それ と同時 に,1868年 には 日本で明治維新が起 こ り,こ ちらも盤石 と思 わ

れていた江戸幕府が崩壊 して,明 治政府が誕生す る。アムール川流 域 とサハ リンを新たに領有 したロ

シア も明治 日本 も,と もに進 も うとしたのは近代国家への道だった。つ ま り,北 海道や千島列 島,あ

るいは17世 紀か らロシア領 となってい たカムチ ャツカ半島やオホー ツク周辺の地域 も含め,環 オホー

ツ ク海域 は 「近代」 とい う時代 に突入す ることにな る。

　 「近代 国家」は領域国家であ り,領 土 に対 して常 に 「主権」を主張す る。それは事実上,そ の土地 に 「国

民」 を住 まわせ る権 利である と同時 に,そ こに眠 る資源を独 占的に開発 する権利で もあ る。清王朝や

江 戸幕府 は,経 済基盤である農業地帯 に対 してはそれを主 張 したが,辺 境 の支配に関 しては必 ず しも

領土 を意識 してはお らず,そ こに暮 らす人を支配す ることに重点 が置 かれていた。清の毛皮貢納民 に

対 する支配 も,松 前藩や江戸幕府の蝦夷地支配 も,土 地の支配 と開発 とい うよ りも,そ こに暮 らす人

を支配す ることに重点が置 かれてい た。それは領土意識に も現 れてお り,近 代国家のよ うにその土地

を領土 として支配するか ら,そ この住民が 「国民」(あ るいは 「臣民」)に なるとい うのではな く,支

配 する住民がいるか ら,彼 らが暮 らす土地が国の領 土 となる とい う発想 である。 しか し,そ のよ うな

発想 は,近 代国家が武力 と外交 によって 「領土」 を囲い込 み,そ の縄張 りを 「国境」 として厳重 に警

備 することによって崩 れて しまった。

　 そのような領土観 を持つ近代 国家が,環 オホーツ ク海域 を支配 する ことによ り,住 民の地位 が大 き

く変 わるとともに,こ の地域 の国家 にとっての位置 づけ も変 わ り,そ れ に伴 って毛皮の需 要 と流通 の

あ り方 も大 き く変化 した。

　清 はアムール川流 域の住民 が17世 紀の対ロシア紛争 の時に清 の側 について戦 った ことを評価 して,

彼 らに自分たちの土地 に関す る全権限を与えた。毛 皮を収集 する ときにも彼 らの狩猟活動 や交 易活動

を利用す る方法を とった。毛皮貢納 とい う制度は,清 が彼 らの権利 を保 障す るための制度だった とい

うこともできる。それに対 してロシアに とっては元 か らの住民 はあま り必要ではなか った。住 民の支

配 よ りもこの地域が有 する資源,た とえば,森 林にある毛皮資源や木材資源,河 川,海 岸 にある漁業

資源,農 地 にできる土地資源,鉱 工業のための鉱山資源やエネルギー資源な どを開発する ことの方が

重要 だった。そのために,先 住の住民の権利を無視 しつつ 開発 のため の移民を大量に送 り込 んできた。

また,先 住の住民の権利 を無視す るため には,彼 らを二級 国民 とす る方 が都合が よか った。彼 らが開

発圧 力 と移民が持ち込 んだ病気 とアル コール依存症 によ って人 口を急激 に減 らした ことも,近 代 国家

には都合 よ く作用 した。 そ して,急 速に弱体化する本来の住民 たちに 「少数民族」 とい うラベルを貼

り(現 在 は 「先住民族」 とい う方 が主流),「 保護」 と称 して強力 な文化 同化を実施 した。20世 紀 に,
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いわゆ る 「北方少数民族」 とされたナーナイ,ウ リチ,ニ ヴフをは じめ とす るアムール川流域 の本来

の住民,あ るい は北方の 「滅びゆ く民族」 として関心を集 めた北海道やサハ リン,千 島列 島のアイヌ

たちは,は じめか ら 「未開」,「野蛮」で,「原始的」な文化 と社会を持つ 「少数民族」や 「滅 びゆ く民族」

だ ったわけではない。それは,近 代 国家の都合 によって作 り上げ られたラベルである とともに,そ の

ように見 える状況を作 ったのは近代 国家の政策だ ったのである。

　 その ような状況の中で,こ の環オホー ツク海域南部 の毛皮 に対 する需要 も流 通 も大 きく変わ った。

ロシア も日本 も,地 元住民の狩猟活動 に依存す ることはせず,移 民 の猟師を送 り込んで,よ り 「効率

的」 に捕獲 し,大 量に市場 に流 そ うとした。その効率 を上 げるために,銃 や ヨーロ ッパ で普及 してい

た罠,そ して鉄製の捕獣器 な どの新 しい狩猟用具を積 極的に導入す ることもした。 ロシアや 明治以後

の 日本が求 めた毛皮は,欧 米 の富裕層が求め るものであ り,フ ァッシ ョン性が重視される傾 向が強か っ

た。 威信財 としての意味が強 かった清の宮廷が求める もの とは種類,質,量 の点 で異 なってい たので

ある。後者 の場合は,権 威 を表 す象徴的な意味合 いを持 ち,皇 帝やその家族な ど 「神聖性」 を帯びた

人々が使 うため,ほ んのわずかの傷 も許 されなか った。 また,貢 納 あるいは公的な取引で納 めるクロ

テ ンの枚数 は毎年定額化 され ていて(上 述の ように貢納2398枚,買 い取 り624枚 の総計3022枚),

生産 量を増加 させる必要 もなかった。そのため,少 数 の質 の高い毛皮を捕獲すればよかった。それに

対 して,近 代国家が求めたのは,よ り多 くの人に使 っても らえる毛皮 だった。 すなわち品質 を一定程

度に押 さえて,よ り多 くの需要 を満たす ことが求 め られた。

　 毛皮獣を捕獲 する猟師の人 口 も近代国家 になって増大 した。清 朝や江戸幕府 のよ うな前近代 国家

は,特 定 の資源 に対 しては,そ のアクセスを特定の集 団や身分 階層 の者 だけに許可 する ことが可能 だっ

た。 それ は宮廷や幕府 な どが資源を独 占する ことを 目的 としてい る。 しか し,近 代 国家 の場合,特 に

資本主義経済体制を持 つ場合,そ れはあ まり推奨 されなかった。毛皮 に関 しても,清 王朝 と江戸幕府

は地元住民 に資源ア クセス権 を独 占させ る政策を とったが,ロ シアも日本 も,生 産性 の向上のために

それ をや め,基 本的に国中の猟師 に開放 した。 この時代 は,欧 米を中心にフ ァッシ ョン素材,防 寒素

材 としての毛皮に対する需要が高 く,捕 れば飛ぶよ うに売れ た。その結果,ロ シアでも日本で も過剰

狩猟 とそれ に伴 う資源の枯渇 に悩 まされ ることになる。 ギンギ ツネ,ミ ンクな どは養殖 が可能で,狩

猟 に頼 る必要はなかったが,ク ロテ ン,カ ワウソはそれがで きなか った。そのために肝心の クロテ ン

がアムール川流域で絶滅 に近い状態 にな った とさえいわれ てい る。

　近代 国家 とな った 日本 が支配 した日本列島ではその後,大 量捕獲 と産業開発(河 川,海 岸の改変な

ど)の ために野生動物 の生息環境が悪化 し続け,つ いにカワウソは北海道でも本州 でも絶滅 した(2012

年10月 に絶 滅宣 言)。 北海道 の クロテンは白っぽ くて質がよ くな く,あ ま り捕 られなかったためか,

かろ うじて生き残 っている。ギ ンギ ツネの養殖は20世 紀後半に毛皮需要の低迷に よって衰退 した。

　 それに対 して ロシア側では1917年 の社会主義革命 によって誕生 したソ連が,毛 皮産業の育成を図

るため,毛 皮獣保護政策 と計画 的な捕獲 を実施 した。冷戦 時代(1954年 ～91年),毛 皮は ソ連が対

抗す る西側諸国(自 由主義 陣営)に 輸出できる数 少ない産物 の一つだ ったか らである。 こ とにクロテ

ンが重視 され,絶 滅に瀕 したアムール川下流域には,よ り資源が保たれていた上流域やヤ クーチア(現

在 のサバ共和 国)か ら持 ってきて放つ とい うこ とまで している。1950年 代 までにシベ リア,極 東の

少数民族 を農民化する ことに失敗 した ソ連は,彼 らを毛皮生産の ための猟師 として活用す るように方

針 を変 え,ソ 連時代には計画的 な毛皮生産を実施 した。現在ナーナイ,ウ デへ な どの先住民族が有す

る用具類(ラ イフル銃 や捕獣器 など)と 輸送手段(モ ーター ボー ト,ス ノーモー ビル な ど)は ソ連時

代後 半期(1960年 代以後)に 普及,定 着 した もので ある。そ してその獲物 を追 い求 め る方法や技術

でも,近 世 までの基礎 の上 に,新 しい用具を活かす ものを付加 してい る。

　 しか し,20世 紀末以後,野 生動物保護運動 と反毛皮 キ ャンペー ン,そ れに毛皮 に替 わる防寒素材

の開発 によって毛 皮に対す る需 要が世界的 に低 迷 し,そ れ にソ連 崩壊 によるロシア国 内の経 済危機

が加 わって,環 オホーツ ク海域 南部 における毛皮の生産 と流通は大き く落 ち込ん だ。21世 紀に入 り,

フ アッシ ョン面での毛皮に対す る再評価や,先 住民族 の生活 向上 と伝統文化 の保護,振 興 もあ って,
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再び毛皮 獣狩猟が見直 されてきている。 しか し,清 王朝支配時代の ような半ば特権 階級 のような待遇

や,ソ 連時代のよ うな政府の積極的な支援,あ るい は20世 紀前 半の毛皮バブルの ような時代は,お

そ らく再 び戻 って くることはないだろ う。
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注

1)ク ロテ ンは色や品質 によって分類されるが 「紫　」 は最高級 の もの,「 薫　」はおそ らくスステ ン

　 との名称 もある色合いの落ちる もの と考 え られ る。

2)羽 田亨の 『満 和辞典 』 では 「青毛 と黄 毛 との混 った狐の 皮 〔24,皮 革一:倭 刀〕」(羽 田1972:

　 52)と ある。

3)1807年(文 化4年)の フ ヴォス トフ とダヴィ ドブによる,露 米会社艦 隊のエ トロフ襲撃で とら

　 え られ,オ ホー ツクに幽 閉され たが,そ こを脱走 して一時 シャ ンタル湾一帯を放浪 して,ニ ヴフ

　 の居住地近 くまで逃げ延 びた。 しか し,再 びロシ ア ・コサ ックに捕 らえ られ,イ ル クー ツクで幽

　 閉生活を送 ったが,ゴ ローニ ン事件 に際 して帰国。その後種痘術 を初めて 日本で実施 した人物 と

　 して知 られ るようになった。

4)東 蝦夷 地は1799年(寛 政11年)か ら直轄 地化 したが,全 蝦夷地 を直轄化 したのは1807年(文

　 化4年)で,1821年(文 政4年)ま で続 く。

5)そ の他 カワ ウソの毛皮の上 級(上 獺 皮)が328枚,中 級(中 獺皮)が315枚,並(下 獺 皮)が

　 612枚 支払われていて,日 本側 はカワウソの毛皮を多 く輸出 していた ことがわか る(海 保1991)。

　 カワ ウソはニ ヴフやウ リチ な どアムール川 流域の現地 の人 々には クロテン以 上 に珍重 されたが,

　 中国で どの程度需要 があったのか は不明であ る。
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